
地域再生法の一部を改正する法律案の概要：企業の地方拠点強化の促進

〇 人口の東京への過度な集中を是正するためには、地方での安定した良質な雇用確保が必要

内閣総理大臣

認定

申請

知事の
認定知事に

申請

事業スキーム

都道府県/都道府県及び市町村

（地方活力向上地域特定
業務施設整備事業を記載）

事業者

「地方活力向上地域
特定業務施設整備計画」

○ 独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証業務
認定事業者が行う特定業務施設の整備に必要な資金の借入れ又は社債発行

に係る債務を保証

○ 認定事業者に対する地方税の不均一課税に伴う措置
特定業務施設を新設又は増設した認定事業者について地方公共団体が当該

施設に課すべき事業税（移転を伴う場合のみ）、不動産取得税又は固定資産税
を減額した場合の減収額に対する地方交付税による補塡

特例措置の概要

○ 特定業務施設の新設又は増設に関する課税の特例
認定事業者が特定業務施設の新設又は増設に際して取得等した建物、附属

設備及び構築物に係る特別償却又は税額控除（選択的適用）

○ 特定業務施設において従業員を雇用している場合の課税の特例〈雇用促進税制〉

企業の地方拠点強化の促進（地方活力向上地域特定業務施設整備事業）

「地域再生計画」

税制特例の概要（租税特別措置法で規定）

拡充型（含対内直投）

地方にある企業の本社
機能の強化を支援

地方の企業
の拠点拡充

オ
フ
ィ
ス
減
税

雇
用
促
進
税
制

オフィスに係る建物等の取得価額に対し、
特別償却１５％又は税額控除４％（※）《新設》

※計画承認が平成29年度の場合は２％
（措置対象：建物、建物附属設備、構築物）
（取得価額要件：大企業2,000万円、

中小企業1,000万円）

①増加雇用者１人当たり５０万円を税額控除
《従来の40万円に、地方拠点分は10万円上乗せ》
②法人全体の雇用増加率１０％未満の場合でも、

1人当たり２０万円を税額控除 《新設》

大都
市等

東京２３区

東京一極集中の是正
地方移転の促進

移転型

東京２３区からの移
転の場合、拡充型
よりも支援措置を
深堀り

オ
フ
ィ
ス
減
税

雇
用
促
進
税
制

オフィスに係る建物等の取得価額に対し
特別償却２５％又は税額控除７％（※）《新設》

※計画承認が平成29年度の場合は４％
（措置対象：建物、建物附属設備、構築物）
（取得価額要件：大企業2,000万円

中小企業1,000万円）

①増加雇用者１人当たり最大８０万円を税額控除

《拡充型50万円に、地方拠点分は更に30万円
上乗せ》
②①のうち30万円分は、雇用を維持していれば、

最大３年間継続 《新設》
③②は法人全体の雇用増がなくても、東京から

地方への移転者にも適用 《新設》

【第５条第４項第４号】

【第17条の２】

【第17条の３】

【第17条の４】

【第17条の５】

【第17条の６】

 地域再生計画に企業等の地方拠点強化に係る事業を位置づけるとともに、本社機能の移転・新増設を行う事業者に対して支援措置

遊休工場用地を有効活用

内閣総理大臣

事業スキーム

都道府県又は市町村

（遊休工場用地（農工法に

基づき整備されたものの、一定
期間以上利用されていない工

場用地）に導入する産業
を記載）

「地域再生計画」

認定
申請※

遊休工場用地

【活用イメージ】

【第５条第４項第７号】

※ 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、
こん包業、卸売業

イメージ

※ 市町村が作成する場合には、
都道府県知事の同意が必要

〈オフィス減税〉

認定事業者が特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る税額控除

木製品加工工場

精密機械工場

食品工場

トラックターミナル

バイオマス
発電施設

繊維工場

周辺施設に
電力供給

燃料となる木材を供給

共同倉庫

木製品加工工場

製材所

特例措置の概要

〇 地域再生計画に記載された業種は、農工法の対象業種
（※）以外であっても遊休工場用地に導入可能とする。

遊休化していた工場用地の活用が可能に。 【第17条の14】

白色地域は地域再生計画を作成す
ることを前提に、「地方活力向上
地域」として広く支援対象となる。

※ 東京23区（赤）からの移転は
税制措置深堀り。黄色の大都市等
は対象外。 赤 ○東京23区

黄 ○東京都（武蔵野市、三
鷹市、八王子市等）

○神奈川県（横浜市、川
崎市等）

○埼玉県（川口市、川越
市等）

○千葉県（千葉市等）
○茨城県（龍ヶ崎市等）

黄 ○愛知県（名古屋市の
特定の区域）

黄 ○大阪府（大阪市の全域、守口市・
東大阪市・堺市の特定の区域）

○京都府（京都市の特定の区域）

○兵庫県（神戸市・尼崎市・西宮
市・芦屋市の特定の区域）

＜近畿圏整備法＞

＜首都圏整備法＞

＜首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備
地帯等の整備のための国の財政上の
特別措置に関する法律＞

まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成26年12月27日閣議決定）

 農村地域への農業関連産業等の導入促進

近隣で林業や木製品製造業等の
盛んな地域の遊休工場用地に、
木質バイオマス発電施設を導入
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地方行財政ビジョン研究会

「奈良モデル」関係資料

平成２７年８月１７日（月）

１８日（火）

奈良県市町村振興課

一部抜粋版

• 奈良県には、３９の市町村（１２市・１５町・１２村）

がある。

• 南部地域、東部地域は、既に、過疎化・高齢化が

進展している。

• 北西部地域、中部地域は、今後、一挙に高齢化、

人口減少が進む。

• ２０４０年には香芝市以外の全ての市町村で総人

口が減少する見通し。

奈良県の地勢

北西部北西部北西部北西部

東東東東

部部部部

南南南南 部部部部

中中中中 部部部部

� 県土の７７％が森林

� 可住地面積 ８５１㎢（全国最下位）

（可住地面積割合２３％（全国43位））
1
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 第２章 奈良モデル資料



４．合併による地方行政効率化には限界があり、４．合併による地方行政効率化には限界があり、４．合併による地方行政効率化には限界があり、４．合併による地方行政効率化には限界があり、合併以外の手法合併以外の手法合併以外の手法合併以外の手法による効率化が必要と認識。による効率化が必要と認識。による効率化が必要と認識。による効率化が必要と認識。

１．１．１．１． 平成の大合併において、平成の大合併において、平成の大合併において、平成の大合併において、奈良県は市町村合併があまり進まなかった。奈良県は市町村合併があまり進まなかった。奈良県は市町村合併があまり進まなかった。奈良県は市町村合併があまり進まなかった。

市町村数は、全国では半数近く減少したが、奈良県では１７．０％の減少にとどまった。市町村数は、全国では半数近く減少したが、奈良県では１７．０％の減少にとどまった。市町村数は、全国では半数近く減少したが、奈良県では１７．０％の減少にとどまった。

市町村数市町村数市町村数市町村数

（（（（H11.4））））
減減減減

市町村数市町村数市町村数市町村数

（（（（H23.4））））

全国 ３，２２９

▲１，５０５

（▲４６．６%）
１，７２４

奈良県 ４７

▲８

（▲１７．０%）
３９

２．２．２．２． ただし、明治の大合併前と現在の市町村の減少数を比較すると、全国と同じ。ただし、明治の大合併前と現在の市町村の減少数を比較すると、全国と同じ。ただし、明治の大合併前と現在の市町村の減少数を比較すると、全国と同じ。ただし、明治の大合併前と現在の市町村の減少数を比較すると、全国と同じ。

３．奈良県では、市町村合併はこれ以上進まないと認識。３．奈良県では、市町村合併はこれ以上進まないと認識。３．奈良県では、市町村合併はこれ以上進まないと認識。３．奈良県では、市町村合併はこれ以上進まないと認識。

奈良モデルの考え方

2

市町村数市町村数市町村数市町村数

（（（（M21））））
減減減減

市町村数市町村数市町村数市町村数

（（（（H23.4））））

全国 ７１，３１４

▲６９，５９０

（▲９７．６%）
１，７２４

奈良県 １，５９４

▲１，５５５

（▲９７．６%）
３９

市町村数は、全国では半数近く減少したが、奈良県では１７．０％の減少にとどまった。

活発に動き回るＭＦ活発に動き回るＭＦ活発に動き回るＭＦ活発に動き回るＭＦ

市町村

市町村

市町村

市町村

県県県県

国

○○○○ 都道府県の役割は、サッカーにたとえると都道府県の役割は、サッカーにたとえると都道府県の役割は、サッカーにたとえると都道府県の役割は、サッカーにたとえると

「ミッドフィルダー（「ミッドフィルダー（「ミッドフィルダー（「ミッドフィルダー（MF）」と認識。）」と認識。）」と認識。）」と認識。

できればできればできればできれば良い「ヴォランチ」に良い「ヴォランチ」に良い「ヴォランチ」に良い「ヴォランチ」に。。。。

賢く考えて、よく走り回ることが大事（オシム流）賢く考えて、よく走り回ることが大事（オシム流）賢く考えて、よく走り回ることが大事（オシム流）賢く考えて、よく走り回ることが大事（オシム流）

3

○○○○ 奈良の地方自治は、奈良の地方自治は、奈良の地方自治は、奈良の地方自治は、「県と市町村の連携・「県と市町村の連携・「県と市町村の連携・「県と市町村の連携・

協働」協働」協働」協働」で行うべきで行うべきで行うべきで行うべき

５．５．５．５．県の役割についての認識県の役割についての認識県の役割についての認識県の役割についての認識

○○○○ 県は県は県は県は市町村を助けるのが最も重要な市町村を助けるのが最も重要な市町村を助けるのが最も重要な市町村を助けるのが最も重要な

役割役割役割役割
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